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(57)【要約】
【課題】鋼の炭素元素の濃度を局所的に且つ定量的に計
測することができるようにする。
【解決手段】鋼の表面にレーザ光が照射されて鋼の表面
粗さに相当する深さまで鋼の表面が除去され（Ｓ１）、
当該表面が除去された位置にパルスレーザ光が照射され
て受光される炭素元素の発光波長の発光スペクトルと鉄
元素の発光波長の発光スペクトルとがそれぞれ積算され
て炭素の発光強度が計算されると共に鉄の発光強度が計
算され（Ｓ２，Ｓ３）、これら炭素の発光強度と鉄の発
光強度との比が（Ｓ４）、予め定められた炭素の発光強
度と鉄の発光強度との比と炭素濃度との間の関係式に当
てはめられることによって鋼の炭素濃度が求められる（
Ｓ５）ようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼の表面にレーザ光が照射されて前記鋼の表面粗さに相当する深さまで前記鋼の表面が
除去され、当該表面が除去された位置にパルスレーザ光が照射されて受光される炭素元素
の発光波長の発光スペクトルと鉄元素の発光波長の発光スペクトルとがそれぞれ積算され
て炭素の発光強度が計算されると共に鉄の発光強度が計算され、前記炭素の発光強度と前
記鉄の発光強度との比が、予め定められた炭素の発光強度と鉄の発光強度との比と炭素濃
度との間の関係式に当てはめられることによって前記鋼の炭素濃度が求められることを特
徴とする鋼の炭素濃度の計測方法。
【請求項２】
　前記鋼が鋼材の溶接部における鋼であることを特徴とする請求項１記載の鋼の炭素濃度
の計測方法。
【請求項３】
　前記発光スペクトルの受光系を構成する分光器の内部が不活性ガスで置換されることを
特徴とする請求項１記載の鋼の炭素濃度の計測方法。
【請求項４】
　前記パルスレーザ光の照射及び前記発光スペクトルの計測が、一回のレーザ光照射につ
きプラズマの発光を一回計測する方式であることを特徴とする請求項１記載の鋼の炭素濃
度の計測方法。
【請求項５】
　鋼の表面にレーザ光が照射されて前記鋼の表面粗さに相当する深さまで前記鋼の表面が
除去された上で当該表面が除去された位置にパルスレーザ光が照射されて受光される炭素
元素の発光波長の発光スペクトルと鉄元素の発光波長の発光スペクトルとをそれぞれ積算
して炭素の発光強度を計算すると共に鉄の発光強度を計算する手段と、前記炭素の発光強
度と前記鉄の発光強度との比を算出する手段と、前記比を、予め定められた炭素の発光強
度と鉄の発光強度との比と炭素濃度との間の関係式に当てはめることによって前記鋼の炭
素濃度を求める手段とを有することを特徴とする鋼の炭素濃度の計測装置。
【請求項６】
　前記鋼が鋼材の溶接部における鋼であることを特徴とする請求項５記載の鋼の炭素濃度
の計測装置。
【請求項７】
　前記発光スペクトルの受光系を構成する分光器の内部が不活性ガスで置換されることを
特徴とする請求項５記載の鋼の炭素濃度の計測装置。
【請求項８】
　前記パルスレーザ光の照射及び前記発光スペクトルの計測が、一回のレーザ光照射につ
きプラズマの発光を一回計測する方式であることを特徴とする請求項５記載の鋼の炭素濃
度の計測装置。
【請求項９】
　鋼の表面にレーザ光が照射されて前記鋼の表面粗さに相当する深さまで前記鋼の表面が
除去された上で当該表面が除去された位置にパルスレーザ光が照射されて受光される炭素
元素の発光波長の発光スペクトルと鉄元素の発光波長の発光スペクトルとをそれぞれ積算
して炭素の発光強度を計算すると共に鉄の発光強度を計算する処理と、前記炭素の発光強
度と前記鉄の発光強度との比を算出する処理と、前記比を、予め定められた炭素の発光強
度と鉄の発光強度との比と炭素濃度との間の関係式に当てはめることによって前記鋼の炭
素濃度を求める処理とをコンピュータに行わせることを特徴とする鋼の炭素濃度の計測プ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋼の炭素濃度の計測方法、計測装置、及び計測プログラムに関する。さらに
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詳述すると、本発明は、例えば種々のプラントの配管等に使用される鋼材における炭素元
素の濃度の計測に用いて好適な炭素濃度を計測する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々のプラントの配管等に使用される鋼材は、配管内部を流れる液体や気体の温度及び
内圧などにより、劣化が進行する場合がある。例えば、析出物の偏析が結晶構造を変化さ
せて脆化することも考えられ、析出物を含めた鋼材の元素の濃度分布を求めることは鋼材
を安定して運用する上で重要である。特に、溶接による鋼への入熱により、経年劣化によ
る亀裂が溶接部近傍で生じる場合がある。炭素は引張強度などと相関のある重要な元素で
あり、溶接部における炭素元素の濃度を調べることは重要である。
【０００３】
　製鉄時の鋼材の炭素濃度は、例えば放電を用いた発光分析によって求められる場合が多
い（非特許文献１）。ただし、この方法では、鋼材の直径１ ｃｍ 程度の範囲を放電によ
ってアブレーションしないと、放電が安定せず、安定した発光強度を得ることが難しい。
【０００４】
　これに対し、溶鋼の一部を採取して凝固させた塊状試料を赤熱状態のままで分析装置の
不活性ガス雰囲気の試料室内の試料保持部へと投入し、試料の表面にパルスレーザ光を照
射して発生する微粒子をＩＣＰ分析器へと不活性ガスで搬送して成分を分析する鋼成分迅
速分析方法がある（特許文献１）。
【０００５】
　また、パルスレーザ光を照射し、照射位置で発生するプラズマを発光分析する方法を用
いて正確にレーザエネルギーを設定することにより、溶鋼中の炭素濃度を求める方法があ
る（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－１２８２３７号公報
【特許文献２】特開２０１３－３６９２６号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】ＪＩＳ Ｇ １２５３「鉄及び鋼－スパーク放電発光分光分析方法」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、非特許文献１の放電分析方法では、分析範囲が広いため（言い換えると
、空間分解能が大きいため）、サイズが１ ｍｍ 以下の析出物を検知することは困難であ
る。
【０００９】
　また、特許文献１のＩＣＰ分析では、分析装置内部に鋼材を配置する必要があるため、
供試中の配管等の部材から試料を採取する際に、試料寸法が制限される場合があるという
問題がある。
【００１０】
　以上を踏まえると、パルスレーザ光を照射する方法が、供試中の配管等の部材から試料
を採取して分析するのに適していると考えられる。しかしながら、特許文献２の方法では
、通常は組成が同一の試料を用いて検量線を求めるところ、一部の鋼では同一組成の鋼の
種類が少ないため、検量線を求めるために多種類の試料を用意することが困難であるとい
う問題がある。
【００１１】
　また、特許文献２の方法は溶鋼を用いて計測する方法であるところ、固体である鋼材を
計測対象とする場合、レーザ光の照射と共に表面が削られて微小な穴が生じる。そして、
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穴が生じることでレーザ光のスポット径が変化するため、発光強度に変化が生じる。この
ことは、微小領域を計測する際に特に顕著に見られる現象であり、計測精度が低下する原
因の一つである。
【００１２】
　そこで、本発明は、鋼の炭素元素の濃度を局所的に且つ定量的に計測することができる
鋼の炭素濃度の計測方法、計測装置、及び計測プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　発明者は、鋼における炭素元素の濃度を局所的に且つ定量的に計測する技術を構築する
ため、計測対象物へのレーザ光の照射の繰り返しによるプラズマ光の発光強度の推移につ
いて分析を行った。
【００１４】
　ここで、本発明が対象とする「鋼」には、少なくとも、炭素鋼（若しくは、普通鋼）お
よび一般構造用圧延材が含まれる。
【００１５】
　試験片としての炭素鋼（Ｓ３５Ｃ）の表面へとレーザ光を繰り返して照射し、レーザ光
の照射の繰り返しによる（言い換えると、照射回数の増加に伴う）プラズマ光の発光強度
の推移が実験的に検証された。
【００１６】
　具体的には、一回のレーザ光照射につきプラズマの発光を一回計測する方法であるシン
グルパルス計測と、時間差を設けた二回のレーザ光照射につきプラズマの発光を一回計測
する方法であるダブルパルス計測とのそれぞれに関し、レーザ光の照射回数の増加に伴う
プラズマ光の発光強度の推移が検証された。
【００１７】
　シングルパルス計測については、計測条件として照射レーザエネルギーＥ＝１００ ｍ
Ｊ，インテンシファイア付きＣＣＤ（ＩＣＣＤ）カメラの受光遅延時間ｔg＝１ μｓ，Ｉ
ＣＣＤカメラの露光時間ｔw＝１０ μｓ とした。
【００１８】
　ダブルパルス計測については、一回目の照射レーザエネルギーＥ1＝５０ ｍＪ，レーザ
光照射間隔ＩＰＤ＝０．５ μｓ，二回目の照射レーザエネルギーＥ2＝１００ ｍＪ，Ｉ
ＣＣＤカメラの受光遅延時間ｔg＝１ μｓ，ＩＣＣＤカメラの露光時間ｔw＝１０ μｓ 
とした。
【００１９】
　そして、受光した発光スペクトルを１０回積算する条件で、レーザ光の照射回数増加に
伴う輝線（即ち、元素固有の発光スペクトル）である炭素Ｃ（Ｉ）１９３．０９ ｎｍ に
関する発光強度の推移が図５に示すようになった。なお、図５において、「ＳＰ」はシン
グルパルス計測を表し、「ＤＰ」はダブルパルス計測を表す。
【００２０】
　試験片の同じ箇所にレーザ光を照射しているため、照射するほど僅かに照射痕が生じ、
レーザ光が照射される範囲が広くなる（言い換えると、レーザ光のスポット径が大きくな
る）結果、発光強度は全体的に次第に低下する傾向である。
【００２１】
　図５に示す結果から、また、ダブルパルス計測よりもシングルパルス計測の方が、炭素
の発光強度が高く、炭素の元素の濃度の計測に適していることが示唆される。
【００２２】
　図５に示す結果から、また、炭素の発光強度はレーザ光照射１００回までは大きく減少
してそれ以降は一定になった。
【００２３】
　レーザ光の照射回数の増加に伴う発光強度の推移について考察するため、各照射回数に
おける照射痕の深さを測定した。
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【００２４】
　具体的には、炭素鋼（Ｓ３５Ｃ）と化学組成及び機械的特性が近い一般構造用圧延材Ｓ
Ｓ４００を用いてレーザ光が一定回数照射された後に、読み取り顕微鏡で照射痕底部と照
射痕周囲との高低差を計測し、それを照射痕深さと定義した。なお、この場合はシングル
パルスでレーザ光照射し、照射レーザエネルギーは３０ ｍＪ，１００ ｍＪ，及び１５０
 ｍＪ の三条件とした。
【００２５】
　レーザ光の照射回数の増加に伴って照射痕の深さ（言い換えると、アブレーション深さ
）は線形に増加し、レーザ光照射回数と照射痕深さとの間の関係を近似する直線の傾きか
ら、照射レーザエネルギー別に、照射１回当たりの照射痕深さ（言い換えると、アブレー
ション割合）を計算した。
【００２６】
　照射レーザエネルギー別のアブレーション割合を整理した図６に示す結果から、アブレ
ーション割合は、照射レーザエネルギーの増大に伴って単調増加することがわかった。
【００２７】
　図６に示す結果から、また、照射レーザエネルギーが１００ ｍＪ のシングルパルス計
測について、炭素の発光強度の減少割合が変化する照射回数１００回における照射痕深さ
を計算すると約６．７ μｍ になった。
【００２８】
　この深さは、旋盤加工後の「表面粗さ」（「表面加工粗さ」とも呼ばれる）に概ね対応
すると考えられる。
【００２９】
　以上の分析結果も踏まえ、発明者は、例えば照射レーザエネルギーが１００ ｍＪ のシ
ングルパルス計測では照射回数１００回以降で発光強度の減少割合が小さくなって発光強
度が安定すること、及び、前記条件での照射回数１００回における照射痕深さは表面粗さ
に相当することから、試料（計測対象物）表面の表面粗さに相当する深さまでレーザ光の
照射によって試料表面を除去（言い換えると、試料表面に照射痕を形成）した後の発光ス
ペクトルを発光強度の算定に用いることにより、試料における炭素元素の濃度を精度良く
定量的に特定することができることを突き止めた。
【００３０】
　本発明の鋼の炭素濃度の計測方法は、上記の知見に基づくものであり、鋼の表面にレー
ザ光が照射されて鋼の表面粗さに相当する深さまで鋼の表面が除去され、当該表面が除去
された位置にパルスレーザ光が照射されて受光される炭素元素の発光波長の発光スペクト
ルと鉄元素の発光波長の発光スペクトルとがそれぞれ積算されて炭素の発光強度が計算さ
れると共に鉄の発光強度が計算され、前記炭素の発光強度と前記鉄の発光強度との比が、
予め定められた炭素の発光強度と鉄の発光強度との比と炭素濃度との間の関係式に当ては
められることによって鋼の炭素濃度が求められるようにしている。
【００３１】
　また、本発明の鋼の炭素濃度の計測装置は、鋼の表面にレーザ光が照射されて鋼の表面
粗さに相当する深さまで鋼の表面が除去された上で当該表面が除去された位置にパルスレ
ーザ光が照射されて受光される炭素元素の発光波長の発光スペクトルと鉄元素の発光波長
の発光スペクトルとをそれぞれ積算して炭素の発光強度を計算すると共に鉄の発光強度を
計算する手段と、炭素の発光強度と鉄の発光強度との比を算出する手段と、前記比を、予
め定められた炭素の発光強度と鉄の発光強度との比と炭素濃度との間の関係式に当てはめ
ることによって鋼の炭素濃度を求める手段とを有するようにしている。
【００３２】
　また、本発明の鋼の炭素濃度の計測プログラムは、鋼の表面にレーザ光が照射されて鋼
の表面粗さに相当する深さまで鋼の表面が除去された上で当該表面が除去された位置にパ
ルスレーザ光が照射されて受光される炭素元素の発光波長の発光スペクトルと鉄元素の発
光波長の発光スペクトルとをそれぞれ積算して炭素の発光強度を計算すると共に鉄の発光
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強度を計算する処理と、炭素の発光強度と鉄の発光強度との比を算出する処理と、前記比
を、予め定められた炭素の発光強度と鉄の発光強度との比と炭素濃度との間の関係式に当
てはめることによって鋼の炭素濃度を求める処理とをコンピュータに行わせるようにして
いる。
【００３３】
　したがって、これらの鋼の炭素濃度の計測方法、計測装置、及び計測プログラムによる
と、計測対象の鋼の表面粗さに相当する深さまで当該計測対象の鋼の表面が除去された上
で発光スペクトルが計測されるので、レーザ光照射の初期における発光スペクトルの光強
度が大きく変動する段階のデータは使用されることがなく、発光スペクトルの光強度が安
定した段階のデータが使用される。また、鋼表層を除去するのに別途装置を必要とするこ
となく、同一の装置で除去から計測までを一貫して実施することが可能となる。
【００３４】
　これらの鋼の炭素濃度の計測方法、計測装置、及び計測プログラムによると、また、表
面を除去するためのレーザ光の照射によって形成される照射痕は平面視において径が１ 
ｍｍ 程度であるので、照射痕同士を重複させないようにした場合には１ ｍｍ 程度の間
隔で、また、照射痕同士を重複させるようにした場合には１ ｍｍ よりも小さい間隔で炭
素濃度が定量される。
【００３５】
　また、発明者が見出した知見によれば、本発明において用いられる発光強度の比と炭素
濃度との間の関係式が設定される際には、一般構造用圧延材や炭素鋼などの鉄を主成分と
する鋼であれば、複数の鋼種の試験片が使用されるようにしても良い。さらに、どちらも
鉄を主成分とするものであれば、発光強度の比と炭素濃度との間の関係式を設定するため
に使用された試験片の組成と計測対象物の組成とが異なっていても、前記関係式によって
計測対象物における炭素濃度が定量され得る。
【００３６】
　また、本発明の鋼の炭素濃度の計測方法及び計測装置は、前記鋼が鋼材の溶接部におけ
る鋼であるようにしても良い。この場合には、鋼材の溶接部における炭素濃度が定量され
る。
【００３７】
　また、本発明の鋼の炭素濃度の計測方法及び計測装置は、発光スペクトルの受光系を構
成する分光器の内部が不活性ガスで置換されるようにしても良い。この場合には、酸素分
子による真空紫外波長域の光吸収が低減し、炭素の発光強度が高められる。
【００３８】
　また、本発明の鋼の炭素濃度の計測方法及び計測装置は、パルスレーザ光の照射及び発
光スペクトルの計測が、一回のレーザ光照射につきプラズマの発光を一回計測する方式（
即ち、シングルパルス方式）であるようにしても良い。この場合には、ダブルパルス方式
の場合よりも炭素の発光強度が高められる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明の鋼の炭素濃度の計測方法、計測装置、及び計測プログラムによれば、レーザ光
照射による発光スペクトルの光強度が安定した段階のデータのみを使用するので、炭素の
発光強度や鉄の発光強度に誤差が含まれることを防止して炭素濃度を正確に定量すること
ができ、炭素濃度を定量する手法としての信頼性の向上を図ることが可能になる。
【００４０】
　本発明の鋼の炭素濃度の計測方法、計測装置、及び計測プログラムによれば、また、１
 ｍｍ 程度若しくは１ ｍｍ よりも小さい間隔で炭素濃度を定量することができ、炭素濃
度を定量する手法としての有用性の向上を図ることが可能になる。
【００４１】
　また、鉄を主成分とする鋼であれば、発光強度の比と炭素濃度との間の関係式を設定す
る際に複数の鋼種を試験片として使用することができ、また、関係式を設定する際に使用



(7) JP 2017-173045 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

された試験片の組成と計測対象物の組成とが異なっていても炭素濃度を定量することがで
きる。すなわち、主成分であれば鋼種の制約を受けないので、炭素濃度を定量する手法と
しての適用容易性及び汎用性の向上を図ることが可能になる。
【００４２】
　本発明の鋼の炭素濃度の計測方法及び計測装置は、鋼材の溶接部における炭素濃度を定
量するようにした場合には、経年での組織変化が起き易いと考えられる溶接部に関する貴
重な情報を提供することが可能になる。
【００４３】
　本発明の鋼の炭素濃度の計測方法及び計測装置は、分光器の内部が不活性ガスで置換さ
れるようにした場合には、酸素分子による光吸収を低減させて炭素の発光強度を高めるこ
とができるので、炭素濃度を正確に定量することが可能になり、また、炭素濃度の検出下
限値を引き下げることが可能になり、延いては、炭素濃度を定量する手法としての信頼性
及び有用性の向上を図ることが可能になる。
【００４４】
　本発明の鋼の炭素濃度の計測方法及び計測装置は、シングルパルス方式が用いられるよ
うにした場合には、ダブルパルス方式の場合よりも炭素の発光強度を高めることができる
ので、炭素濃度を正確に定量することが可能になり、また、炭素濃度の検出下限値を引き
下げることが可能になり、延いては、炭素濃度を定量する手法としての信頼性及び有用性
の向上を図ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の鋼の炭素濃度の計測方法の実施形態の一例を示すフローチャートである
。
【図２】実施形態の鋼の炭素濃度の計測方法を鋼の炭素濃度の計測プログラムを用いて実
施する場合の当該プログラムによって実現される鋼の炭素濃度の計測装置の機能ブロック
図である。
【図３】レーザ光照射及び発光スペクトル計測を行う装置の改良前の構成を示す概要構成
図である。
【図４】レーザ光照射及び発光スペクトル計測を行う装置の改良後の構成を示す概要構成
図である。
【図５】レーザ光の照射回数の増加に伴う炭素の発光強度の推移を示す図である。
【図６】一般構造用圧延材ＳＳ４００の場合の照射レーザエネルギー別レーザ光照射１回
あたりのアブレーション深さを示す図である。
【図７】分光器内部の窒素ガス置換の有無による発光スペクトルの変化を示す図である。
【図８】実施例１の強度比濃度関係式を示す図である。
【図９】実施例１の高クロム鋼の溶接部における炭素濃度の定量結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　以下、本発明の構成を図面に示す実施の形態の一例に基づいて詳細に説明する。
【００４７】
　図１乃至図４並びに図７に、本発明の鋼の炭素濃度の計測方法、計測装置、及び計測プ
ログラムの実施形態の一例を示す。
【００４８】
　本実施形態の鋼の炭素濃度の計測方法は、鋼の表面にレーザ光が照射されて鋼の表面粗
さに相当する深さまで鋼の表面が除去され（Ｓ１）、当該表面が除去された位置にパルス
レーザ光が照射されて受光される炭素元素の発光波長の発光スペクトルと鉄元素の発光波
長の発光スペクトルとがそれぞれ積算されて炭素の発光強度が計算されると共に鉄の発光
強度が計算され（Ｓ２，Ｓ３）、これら炭素の発光強度と鉄の発光強度との比が（Ｓ４）
、予め定められた炭素の発光強度と鉄の発光強度との比と炭素濃度との間の関係式に当て
はめられることによって鋼の炭素濃度が求められる（Ｓ５）ようにしている（図１参照）
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。
【００４９】
　本実施形態の鋼の炭素濃度の計測装置は、鋼の表面にレーザ光が照射されて鋼の表面粗
さに相当する深さまで鋼の表面が除去された上で当該表面が除去された位置にパルスレー
ザ光が照射されて受光される炭素元素の発光波長の発光スペクトルと鉄元素の発光波長の
発光スペクトルとをそれぞれ積算して炭素の発光強度を計算すると共に鉄の発光強度を計
算する手段と、炭素の発光強度と鉄の発光強度との比を算出する手段と、前記比を、予め
定められた炭素の発光強度と鉄の発光強度との比と炭素濃度との間の関係式に当てはめる
ことによって鋼の炭素濃度を求める手段とを有するようにしている。なお、鋼表面の凹凸
とは別に、鋼製造過程における熱処理や脱炭などにより、鋼表層の炭素濃度の変化が考え
られる場合や、試験片切断時の工作機械に含まれる炭素が試験片表層に混入する場合には
、炭素濃度が変化している箇所まで表層をレーザ光照射により除去すれば、炭素濃度を適
切に求めることが可能となる。
【００５０】
　上記鋼の炭素濃度の計測方法及び鋼の炭素濃度の計測装置は、鋼の炭素濃度の計測プロ
グラムがコンピュータ上で実行されることによっても実施・実現され得る。ここでは、鋼
の炭素濃度の計測プログラムがコンピュータ上で実行されることによって鋼の炭素濃度の
計測方法が実施されると共に鋼の炭素濃度の計測装置が実現される場合を説明する。
【００５１】
　本実施形態の鋼の炭素濃度の計測プログラム１７を実行するためのコンピュータ１０（
本実施形態では、鋼の炭素濃度の計測装置１０でもある）の全体構成を図２に示す。
【００５２】
　このコンピュータ１０（鋼の炭素濃度の計測装置１０）は制御部１１，記憶部１２，入
力部１３，表示部１４，及びメモリ１５を備え、これらが相互にバス等の信号回線によっ
て接続されている。
【００５３】
　制御部１１は、記憶部１２に記憶されている鋼の炭素濃度の計測プログラム１７に従っ
てコンピュータ１０全体の制御並びに鋼の炭素濃度の計測に係る演算を行うものであり、
例えばＣＰＵ（中央演算処理装置）である。
【００５４】
　記憶部１２は、少なくともデータやプログラムを記憶可能な装置であり、例えばハード
ディスクである。
【００５５】
　入力部１３は、少なくとも作業者の命令や種々の情報を制御部１１に与えるためのイン
ターフェイス（即ち、情報入力の仕組み）であり、例えばキーボードやマウスである。な
お、例えばキーボードとマウスとの両方のように複数種類のインターフェイスを入力部１
３として有するようにしても良い。
【００５６】
　表示部１４は、制御部１１の制御によって文字や図形或いは画像等の描画・表示を行う
ものであり、例えばディスプレイである。
【００５７】
　メモリ１５は、制御部１１が種々の制御や演算を実行する際の作業領域であるメモリ空
間となるものであり、例えばＲＡＭ（Ｒandom Ａccess Ｍemory の略）である。
【００５８】
　また、コンピュータ１０に、必要に応じ、当該コンピュータ１０との間でデータや制御
指令等の信号の送受信（即ち、出入力）が可能であるように、バスや広域ネットワーク回
線等の信号回線により、データサーバ１８が接続されるようにしても良い。
【００５９】
　そして、コンピュータ１０（以下、「鋼の炭素濃度の計測装置１０」と呼ぶ）の制御部
１１には、鋼の炭素濃度の計測プログラム１７が実行されることにより、鋼の表面にレー
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ザ光が照射されて鋼の表面粗さに相当する深さまで鋼の表面が除去された上で当該表面が
除去された位置にパルスレーザ光が照射されて受光される炭素元素の発光波長の発光スペ
クトルと鉄元素の発光波長の発光スペクトルとをそれぞれ積算して炭素の発光強度を計算
すると共に鉄の発光強度を計算する処理を行う強度計算部１１ａと、炭素の発光強度と鉄
の発光強度との比を算出する処理を行う強度比算出部１１ｂと、前記比を、予め定められ
た炭素の発光強度と鉄の発光強度との比と炭素濃度との間の関係式に当てはめることによ
って鋼の炭素濃度を求める処理を行う炭素濃度算定部１１ｃとが構成される。
【００６０】
　また、本実施形態では、図４に示す装置が用いられて計測対象物へのレーザ光の照射が
行われる。そして、本実施形態では、図４に示す装置構成の中に、当該装置によって行わ
れるレーザ光照射及び発光スペクトル計測を制御する制御装置（コンピュータ）として鋼
の炭素濃度の計測装置１０が組み込まれている。ただし、レーザ光照射及び発光スペクト
ル計測を制御する制御装置（コンピュータ）と鋼の炭素濃度の計測装置１０とは別体であ
るようにしても良い。
【００６１】
　本発明では、炭素元素の濃度を計測する手法として、迅速な元素分析が可能であること
、計測・分析に係る空間分解能を有すること、広範囲の分析が可能であること、さらに、
装置構成の複雑化が避けられる大気圧環境下での計測が可能であることなどを考慮し、レ
ーザ誘起ブレイクダウン分光法（ＬＩＢＳ：Ｌaser-Ｉnduced Ｂreakdown Ｓpectroscopy
 の略）が用いられる。
【００６２】
　まず、本発明への適用を想定した、当初の従来側の装置構成を図３に示す。
【００６３】
　具体的には、ＱスイッチＮｄ：ＹＡＧレーザ装置（パルス幅７～１０ ｎｓ，繰り返し
１０ Ｈｚ）であり、第２高調波が計測対象物に照射される。ただし、マイクロチップレ
ーザやエキシマレーザのようにパルス幅が１００ ｎｓ 以下のパルスレーザであってもか
まわない。また、高出力の連続光レーザを用いて鋼表面を二次元的に高速で掃引し、一箇
所に瞬間的にレーザ光が照射されるようにすることで、パルスレーザ光を照射するのと同
等の効果を得ることが可能と考えられる。このことも踏まえ、本発明の構成の説明におけ
る「パルスレーザ光」には、レーザ光それ自体が純粋にパルス波であるレーザ光に加え、
パルスレーザ光を照射するのと同等の効果が得られるレーザ光（及び、レーザ光の照射の
態様）を含むものとする。
【００６４】
　レーザ装置１から照射されるレーザ光は、焦点距離が２５０ ｍｍ である平凸レンズ２
が用いられて計測対象物９の表面に集光される。
【００６５】
　なお、平凸レンズ２から計測対象物９の表面までの距離が平凸レンズ２の焦点距離と同
程度である場合にレーザ光照射を繰り返したときに生じる照射痕が深くなってレーザ光の
照射面積が照射回数によって大きく変化することを避けるため、平凸レンズ２から計測対
象物９の表面までの距離は２００ ｍｍ に設定される。
【００６６】
　上記仕様の装置によってレーザ光照射を行ったところ、計測対象物９の表面に形成され
た照射痕は楕円状となり、照射痕の長径は１．０ ｍｍ 程度であると共に短径は０．５ 
ｍｍ 程度であった。
【００６７】
　炭素元素の濃度分析を発光分光で行う本発明では、輝線（即ち、分析線の波長）として
、例えば、ＪＩＳ Ｇ １２５３にも記載されている分析線の波長である炭素Ｃ（Ｉ）１９
３．０９ ｎｍ が用いられ得る。
【００６８】
　プラズマ発光は、バンドルファイバ３と分光器４及びＩＣＣＤ（Ｉmage Ｉntensifier 
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Ｃharge Ｃoupled Ｄevice の略）カメラ５が用いられて受光される。なお、分光器４の
入射スリットの幅は５０ μｍ に設定される。
【００６９】
　遅延パルス発生器６が用いられてレーザ装置１によるレーザ光照射とＩＣＣＤカメラ５
の露光開始時間とが同期させられてＩＣＣＤカメラ５の受光遅延時間と露光時間とが設定
される。
【００７０】
　なお、図３や図４に示す装置では計測対象物９が直交二軸のＸＹステージ７に載置され
て移動させられるようにしているが、この構成は（即ち、計測対象物９がＸＹステージ７
に載置された上で計測が行われることは）本発明において必須ではない。
【００７１】
　ここで、波長分解能が高いため、輝線をフォークト関数ではなく、ガウス関数でも十分
に近似できることから、各輝線をガウス関数でマルチピーク近似したときの関数の振幅が
発光強度と定義される。また、計算収束のため、関数の半値幅は１．５×１０-2 ｍｍ に
固定された。
【００７２】
　そして、発明者は、上述の図３に示す構成の装置によって検証のための計測・分析を行
い、真空紫外波長域の炭素の輝線を大気圧環境下で計測することを考慮しつつ、計測対象
物９としての鋼における炭素元素の濃度を局所的に且つ定量的に計測する条件を最適化す
る（具体的には、特に炭素（Ｃ）の発光波長におけるスペクトル強度を高める）ため、図
３に示す装置構成を以下のように改良した（改良後の装置構成について図４を参照）。
【００７３】
　〈改良１〉バンドルファイバ３を使用せずに、合成石英ガラス製のレンズ８を用いてプ
ラズマ発光を受光・集光する。バンドルファイバ３の材質は合成石英であり、１９０ ｎ
ｍ 以下の波長にて透過率が減少する。これは、合成石英の本波長域における透過率が空
気よりも低いことが原因である。発光強度の減衰を防止するため、プラズマ生成箇所から
検出器（具体的には、ＩＣＣＤカメラ５；受光装置とも言い得る）までの距離を短くし、
且つ、拡大集光系を構築することにより、受光量を増加させる。プラズマが生成する位置
から分光器４までの距離を短くするため、計測対象物９の表面の法線方向に対して約４５
度の方向からレーザ光を計測対象物９へと照射すると共に、レーザ光視線方向に対して９
０度の方向からプラズマ発光を受光する。
【００７４】
　〈改良２〉波長１７０～２００ ｎｍ において酸素分子（Ｏ2）の Schumann-Runge ban
ds による光（真空紫外線）の吸収があるため、分光器４内部の雰囲気を不活性ガスで置
換する。不活性ガスとしては、具体的には例えば窒素（Ｎ2）ガスが用いられ得る。分光
器４内部を窒素ガス等の不活性ガスで置換することにより、酸素分子による光吸収が低減
され、炭素の発光強度を高めることができる（図７参照）。
【００７５】
　〈改良３〉プラズマの生成に伴う計測対象物９の表面の雰囲気ガス（具体的には、空気
）の電離を防止するため、計測対象物９の表面（具体的には、レーザ光の照射点）に不活
性ガスを噴射する。不活性ガスとしては、具体的には例えばヘリウム（Ｈｅ）ガスが用い
られ得る。不活性ガスの噴射とレーザ光の照射及び受光系のレンズ８とを考慮し、計測対
象物９の表面の法線方向に対して４５度の方向からレーザ光を照射すると共に、計測対象
物９の表面の法線方向から不活性ガスを噴射する。計測対象物９の表面にヘリウムガス等
の不活性ガスを噴射することにより、炭素濃度が低い条件で計測を行う場合に特に、空気
に含まれる二酸化炭素の電離が防止され、鋼に含まれる炭素のみを正確に計測することが
できる。また、雰囲気ガスの電離が防止され、バックグラウンドの原因となる波長依存性
のない連続光の発生が抑制される。
【００７６】
　本実施形態では、図４に示す構成の装置が用いられる。そして、紫外領域を計測するた
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め、プラズマ発光を受光・集光する機序として、合成石英ガラス製のレンズ８が用いられ
る（上記〈改良１〉）。また、計測する炭素の輝線（即ち、分析線の波長；Ｃ（Ｉ）１９
３．０９ ｎｍ）及び鉄の輝線（分析線の波長；Ｆｅ（II） ２００．０９ｎｍ）は真空紫
外領域であるため、大気中での輝線強度の減衰を緩和するため、分光器４内部の雰囲気が
窒素（Ｎ2）ガスで置換される（上記〈改良２〉）。また、シングルパルス計測が行われ
る。
【００７７】
　なお、分光器４内部の雰囲気を不活性ガス（窒素ガス）で置換するための具体的な構成
としては、例えば、不活性ガスを分光器４内部のコリメートミラーの背面から流入させて
スリットの隙間から流出させるようにすることが一例である。
【００７８】
　そして、鋼の炭素濃度の計測方法の実施の手順として、まず、計測対象物へのレーザ光
の事前照射が行われる（Ｓ１）。
【００７９】
　Ｓ１の処理としてのレーザ光の照射は、レーザ光照射によるアブレーションにより、計
測対象物（即ち、鋼材や鋼材から採取された試料）の表面粗さに相当する深さまで当該計
測対象物の表面を除去する（言い換えると、当該計測対象物の表面に照射痕として微小な
穴を形成する）ためのものである。
【００８０】
　したがって、レーザ光の事前照射によって除去される計測対象物の表面の深さ、言い換
えると、レーザ光の事前照射によって計測対象物の表面に形成される照射痕の深さは、特
定の深さに限定されるものではなく、計測対象物毎に、当該計測対象物（即ち、鋼材や鋼
材から採取された試料）の表面粗さに対応する深さに適宜設定される。
【００８１】
　レーザ光の事前照射によって除去される計測対象物の表面の深さは、具体的には例えば
、あくまで一例として挙げると、大凡５～１０ μｍ の範囲で、計測対象物の表面粗さに
対応する深さに適宜設定され得る。
【００８２】
　そして、レーザ光の事前照射としてのレーザ光の照射の仕方は、計測対象物の表面粗さ
に対応する深さまで当該計測対象物の表面を除去することが可能であれば、特定の内容に
限定されるものではなく、例えば利用される装置の性能などが勘案された上で、適当な内
容が適宜設定される。
【００８３】
　具体的には例えば、レーザエネルギーが３０～１５０ ｍＪ 程度の範囲，レーザ光のス
ポット径が０．５～２ ｍｍ 程度の範囲，及びレーザ光照射の回数が５０～１５０回程度
の範囲にそれぞれ設定され、一層具体的には、レーザエネルギーが１００ ｍＪ 程度，レ
ーザ光のスポット径が１．０ ｍｍ 程度，及びレーザ光照射の回数が１００回程度にそれ
ぞれ設定され、計測対象物の表面の同一箇所に連続的（言い換えると、連射的）にレーザ
光が照射されることが考えられる。
【００８４】
　なお、レーザ光の事前照射によって除去される鋼の表面の深さは、表面粗さに対応する
深さの他に、浸炭や脱炭処理した鋼の表面は母材と炭素濃度が異なるところ、このような
表面処理の影響で炭素濃度が変化する場合にはその表面処理の影響が及んでいる厚さ分と
することも考えられる。
【００８５】
　次に、計測対象物へのパルスレーザ光の計測照射が行われる（Ｓ２）。
【００８６】
　Ｓ２の処理としてのレーザ光の照射は、レーザ誘起ブレイクダウン分光法による元素分
析が行われるためのものである。
【００８７】
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　Ｓ２の処理としてのパルスレーザ光の照射はＳ１の処理としてのレーザ光の照射に引き
続いて行われ、Ｓ１の処理としてのレーザ光の照射とＳ２の処理としてのレーザ光の照射
とは同じ装置（本実施形態では、図４に示す装置）によって行われる。
【００８８】
　ただし、Ｓ１の処理としての事前照射で照射されるレーザ光と、Ｓ２の処理としての計
測照射で照射されるレーザ光とは、種類が異なっても構わない。例えば、Ｓ１の処理とし
ての事前照射では連続波のレーザ光が照射され、Ｓ２の処理としての計測照射ではパルス
レーザ光が照射されるようにしても良い。
【００８９】
　また、Ｓ２の処理としてのパルスレーザ光の照射は、計測対象物のうちの、Ｓ１の処理
において表面が除去された箇所（言い換えると、照射痕として表面に形成された微小な穴
）に対して行われる。つまり、Ｓ１の処理としてのレーザ光の照射とＳ２の処理としての
レーザ光の照射とが、計測対象物の同一箇所に対して行われる。
【００９０】
　そして、計測対象物９の表面（照射痕）において生じたプラズマ発光は、集光用レンズ
８としての合成石英ガラスを介して分光器４に導かれ、当該分光器４により、本発明にお
ける分析対象の元素である炭素（Ｃ）の発光波長の発光スペクトル及び鉄（Ｆｅ）の発光
波長の発光スペクトルが分離される。
【００９１】
　さらに、分光器４によって分離された炭素（Ｃ）の発光波長の発光スペクトル及び鉄（
Ｆｅ）の発光波長の発光スペクトルが、検出器（具体的には、ＩＣＣＤカメラ５）によっ
て受光される。
【００９２】
　そして、検出器（ＩＣＣＤカメラ５）により、計測対象物９の表面において生じたプラ
ズマ発光についての炭素（Ｃ）及び鉄（Ｆｅ）の発光スペクトルが、鋼の炭素濃度の計測
装置１０へと出力される。ここで、検出器から出力される、発光スペクトルに対応する信
号のことを「スペクトルデータ」と呼ぶ。
【００９３】
　なお、炭素の発光波長（輝線，分析線の波長）としては例えばＣ（Ｉ）１９３．０９ 
ｎｍ，Ｃ（Ｉ）１５６．１４ ｎｍ，或いはＣ（Ｉ）１６５．８１ ｎｍ が用いられるこ
とが考えられ、鉄の発光波長（輝線，分析線の波長）としては例えばＦｅ（II） ２００
．０９ ｎｍ，Ｆｅ（II） １９３．１９ ｎｍ，或いはＦｅ（II） １９３．２５ ｎｍ が
用いられることが考えられる。
【００９４】
　また、Ｓ２の処理としてのパルスレーザ光の照射からスペクトルデータの出力までの処
理は、Ｓ３の処理における発光スペクトルを積算しての発光強度の算定に必要とされる回
数が勘案された上で、適当な回数だけ行われる。
【００９５】
　Ｓ２の処理としてのパルスレーザ光の照射からスペクトルデータの出力までの回数（ま
た、Ｓ３の処理において発光強度を算定する際の発光スペクトルの積算の回数）は、具体
的には例えば、あくまで一例として挙げると、５０回程度に設定され得る。
【００９６】
　そして、Ｓ２の処理としては、複数回のパルスレーザ光の照射のそれぞれに対応する炭
素（Ｃ）及び鉄（Ｆｅ）の発光スペクトルが、スペクトルデータとして検出器から出力さ
れる。
【００９７】
　次に、発光強度の計算が行われる（Ｓ３）。
【００９８】
　Ｓ３の処理としては、Ｓ２の処理によって取得された発光スペクトルが積算されて発光
強度が計算される。
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【００９９】
　具体的には、Ｓ２の処理において検出器から出力されたスペクトルデータが鋼の炭素濃
度の計測装置１０へと入力され、制御部１１の強度計算部１１ａにより、炭素（Ｃ）の発
光スペクトルが積算されて炭素の発光強度が計算されると共に鉄（Ｆｅ）の発光スペクト
ルが積算されて鉄の発光強度が計算される。
【０１００】
　そして、強度計算部１１ａにより、計算された炭素（Ｃ）の発光強度と鉄（Ｆｅ）の発
光強度とが、メモリ１５に記憶させられる。
【０１０１】
　次に、炭素の発光強度と鉄の発光強度との比の算出が行われる（Ｓ４）。
【０１０２】
　具体的には、制御部１１の強度比算出部１１ｂにより、Ｓ３の処理においてメモリ１５
に記憶された炭素（Ｃ）の発光強度と鉄（Ｆｅ）の発光強度とが読み込まれ、鉄の発光強
度に対する炭素の発光強度の比が算出される。
【０１０３】
　そして、強度比算出部１１ｂにより、算出された炭素の発光強度と鉄の発光強度との比
の値がメモリ１５に記憶させられる。
【０１０４】
　次に、計測対象物の炭素元素の濃度の算定が行われる（Ｓ５）。
【０１０５】
　Ｓ５の処理では、Ｓ４の処理において算出された炭素の発光強度と鉄の発光強度との比
が、予め定められた〈炭素の発光強度と鉄の発光強度との比〉と〈炭素濃度〉との間の関
係式（「強度比濃度関係式」と呼ぶ；即ち、炭素濃度を求める検量線である）に当てはめ
られることにより、計測対象物（具体的には、鋼）についての炭素濃度（単位：重量％）
が算定される。
【０１０６】
　強度比濃度関係式は、化学成分として少なくとも炭素濃度が既知である複数の試験片の
それぞれについて上述のＳ１乃至Ｓ４の処理と同様にレーザ光の事前照射が行われた上で
パルスレーザ光の計測照射が行われて発光強度が計算されると共に炭素の発光強度と鉄の
発光強度との比が算出され、これにより、〈炭素濃度（既知）〉と〈炭素の発光強度と鉄
の発光強度との比〉との組み合わせデータが複数組整備される。
【０１０７】
　そして、この複数の組み合わせデータを近似する関数が推定され、当該推定された関数
が強度比濃度関係式として設定される。
【０１０８】
　上記の組み合わせデータを近似する関数や近似方法は、特定の関数形や手法に限定され
るものではなく、上記の組み合わせデータの例えばプロットなどが確認された上で当該の
組み合わせデータを良好に近似し得ると考えられる関数形が適宜選択されたり、そのよう
な関数のパラメータを算定し得る手法が適宜選択されたりする。なお、上記の組み合わせ
データの回帰線（即ち、検量線）は、単調増加の曲線になる。
【０１０９】
　強度比濃度関係式を設定するための〈炭素濃度（既知）〉と〈炭素の発光強度と鉄の発
光強度との比〉との組み合わせデータ（「関係式設定用データ」と呼ぶ）の個数は、特定
の個数に限定されるものではないものの、少なくとも、関係式設定用データについての回
帰式による近似の処理（回帰分析）が良好に行われ得る程度の個数であることが好ましい
。
【０１１０】
　また、関係式設定用データの整備のために使用される試験片としては、炭素濃度が様々
であるものが準備されて使用されることが好ましく、少なくとも、計測対象物における炭
素濃度として想定される範囲をカバーする炭素濃度であるものが準備されて使用されるこ
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とが好ましい。
【０１１１】
　ここで、発明者が見出した知見によれば、例えば一般構造用圧延材ＳＳ４００や炭素鋼
（Ｓ２５Ｃ，Ｓ３５Ｃ，Ｓ４５Ｃ，Ｓ５０Ｃ，或いはＳ５５Ｃ 等）などの鉄を主成分と
する鋼であれば、複数の鋼種の試験片が用いられて関係式設定用データが整備されて一つ
の強度比濃度関係式が推定されるようにして良く、且つ、計測対象である鋼の種類に関係
なく共通の（言い換えると、一つの）強度比濃度関係式によって炭素濃度が算定されるよ
うにして良い。すなわち、本発明では、どちらも鉄を主成分とするものであれば、検量線
としての強度比濃度関係式を推定するために使用された試験片の組成と計測対象物の組成
とが異なっていても、強度比濃度関係式によって計測対象物における炭素濃度が算定され
得る。ただし、検量線としての強度比濃度関係式を設定するための関係式設定用データを
整備するためのレーザ光の照射及び計測と、計測対象物に対するレーザ光の照射及び計測
とは、同一の条件（具体的には例えば、レーザエネルギーやスポット径等）で行われるこ
とが必要とされる。
【０１１２】
　一方で、例えばニッケル基合金などの鉄を主成分としない合金は、関係式設定用データ
を整備するための試験片としては適当でない。これは、鉄を主成分としない合金は、得ら
れるスペクトルの形状が炭素鋼などの鉄を主成分とする合金について得られるスペクトル
の形状と大きく異なることが影響していると考えられる。
【０１１３】
　発明者が見出した知見によれば、さらに、関係式設定用データに炭素濃度が極端に低い
（即ち、炭素濃度が０(ゼロ)に近い）データが含まれるようにするため、酸化を防止する
対策を採っていれば、試験片として純鉄が使用されるようにしても良い。
【０１１４】
　本実施形態では強度比濃度関係式は鋼の炭素濃度の計測プログラム１７内に予め規定さ
れ、そして、炭素濃度算定部１１ｃにより、Ｓ４の処理においてメモリ１５に記憶された
炭素の発光強度と鉄の発光強度との比の値が読み込まれ、当該比の値が強度比濃度関係式
に代入されて計測対象物の炭素濃度が算定される。
【０１１５】
　そして、制御部１１は、計測対象物（具体的には、鋼）の炭素濃度を、表示部１４に表
示したり、データファイルとして記憶部１２に保存したりした上で、当該の計測対象物に
関する炭素濃度の計測に関する処理を終了する。
【０１１６】
　以上のように構成された鋼の炭素濃度の計測方法、計測装置、及び計測プログラムによ
れば、計測対象の鋼の表面粗さに相当する深さまで当該計測対象の鋼の表面が除去された
上で発光スペクトルが計測されるので、レーザ光照射の初期における発光スペクトルの光
強度が大きく変動する段階のデータは使用されることがなく、発光スペクトルの強度が安
定した段階のデータのみを使用するので、炭素の発光強度や鉄の発光強度に誤差が含まれ
ることを防止して炭素濃度を正確に定量することができ、炭素濃度を定量する手法として
の信頼性の向上を図ることが可能になる。
【０１１７】
　以上のように構成された鋼の炭素濃度の計測方法、計測装置、及び計測プログラムによ
れば、さらに、計測対象物に照射するレーザ光のスポット径が調整されることによって計
測対象物の表面における照射痕の大きさが例えば１ ｍｍ 程度或いは一層小さくされ得る
ので、計測対象物の所定の範囲を例えば１ ｍｍ 程度の間隔或いは一層小さい間隔で計測
することが可能であり、良好な空間分解能で計測対象物における炭素濃度の面分布を計測
することが可能になる。
【０１１８】
　また、発明者が見出した知見によれば、本発明において用いられる発光強度の比と炭素
濃度との間の関係式を設定する際には、一般構造用圧延材や炭素鋼などの鉄を主成分とす
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る鋼であれば、複数の鋼種を試験片として使用することができ、さらに、どちらも鉄を主
成分とするものであれば、発光強度の比と炭素濃度との間の関係式を設定するために使用
された試験片の組成と計測対象物の組成とが異なっていても前記関係式によって計測対象
物における炭素濃度を定量することができ、すなわち鉄が主成分であれば鋼種の制約を受
けないので、炭素濃度を定量する手法としての適用容易性及び汎用性の向上を図ることが
可能になる。
【０１１９】
　なお、上述の実施形態は本発明を実施する際の好適な形態の一例ではあるものの本発明
の実施の形態が上述のものに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲に
おいて本発明は種々変形実施可能である。
【０１２０】
　例えば、上述の実施形態では図４に示す装置が用いられて計測対象物へのレーザ光の照
射が行われるようにしているが、図４に示す装置構成は特に合成石英ガラス製のレンズ８
が用いられるようにしている点と分光器４内部の雰囲気が不活性ガス（例えば、窒素ガス
）で置換されるようにしている点とにおいて好ましい態様ではあるものの、本発明におい
て用いられ得る装置構成は図４に示すものに限られるものではなく、レーザ誘起ブレイク
ダウン分光法としての計測が可能なものであれば種々のものが用いられ得る。例えば、図
４に示す装置構成におけるＸＹステージ７が備えられないようにしても良い。また、全長
が短ければ石英レンズでプラズマの発光を集光する代わりに、合成石英製のファイバを用
いて発光点近傍にファイバを近接させ、発光を分光器まで伝送してもよい。さらに、感度
が十分である場合には、分光器内部の不活性ガス置換を省略してもよいし、逆に感度が不
十分である場合には分光器から発光点までの空間を容器やチューブのような中空状の囲い
で多い、その内部を不活性ガスに置換すると感度の向上が期待できる。
【実施例１】
【０１２１】
　本発明による鋼の炭素濃度の計測の妥当性を検証するため行った強度比濃度関係式の推
定と当該推定された強度比濃度関係式を用いて行った炭素濃度の定量の実施例を図８及び
図９を用いて説明する。
【０１２２】
　本実施例では、まず、試験片として炭素濃度が既知である純鉄，一般構造用圧延材ＳＳ
４００，及び炭素鋼が用いられて各試験片についての炭素の発光強度と鉄の発光強度との
比が算出された。
【０１２３】
　そして、〈炭素濃度（計算）〉と〈炭素の発光強度と鉄の発光強度との比〉との間の関
係式（即ち、強度比濃度関係式）が推定され、図８に示す単調増加の曲線が推定された。
なお、図８中の○印は、本実施例において得られた関係式設定用データのプロットである
。
【０１２４】
　本実施例で推定された強度比濃度関係式は以下の数式１の通りであった。
【０１２５】
【数１】

【０１２６】
　数式１において、Ｉは炭素の発光強度と鉄の発光強度との比、ｘは炭素濃度であり、Ｉ

0，Ａ，Ｂは指数関数近似によって決定される定数である。図８に示す例では、Ｉ0 ＝ ０
．４５、Ａ ＝ －０．３７、Ｂ ＝ ０．２０となった。
【０１２７】
　さらに、推定された強度比濃度関係式が用いられて、高クロム鋼（火ＳＣＭＶ２８）の
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溶接部における炭素濃度が定量され、図９に示す結果が得られた。なお、図９に示す結果
は、１ ｍｍ 間隔で三箇所の炭素濃度を定量したときの計測位置別の炭素濃度である。
【０１２８】
　ここで使用した溶接材料の炭素濃度は化学分析していないため不明であるが、メーカカ
タログに示される代表的値は０．０６ 重量％ であった。溶接部はほとんど溶接材料の組
成と同一であるため、本値が溶接部の炭素濃度の平均値に相当すると考えられる。
【０１２９】
　図９に示す結果から、本発明によって定量された溶接部の炭素濃度は溶接材料の炭素濃
度の代表的値である０．０６ 重量％ と概ね一致しており、本発明は、鋼の炭素濃度を計
測する手法として妥当であり、且つ、良好な空間分解能で鋼の炭素濃度を計測することが
可能であることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　本発明の鋼の炭素濃度の計測方法、計測装置、及び計測プログラムは、例えば鋼材にお
ける炭素濃度の定量を精度良く且つ高い空間分解能で行うことができるので、あくまで一
例として挙げると、種々のプラントの部材の健全性評価などの分野で利用価値が高い。
【符号の説明】
【０１３１】
１０　鋼の炭素濃度の計測装置
１７　鋼の炭素濃度の計測プログラム

【図１】 【図２】
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